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論 文 内 容 要 旨

中山間地域 にお ける農業 ・農 村の活性化要件 に関する統計分析

1,研 究 の 背 景 と課 題

わ が国 の 中 山間 地域 は,食 料 生 産機 能 と公 益 的機 能 を併せ 持 つ 重 要 な地 域 であ

るが,過 疎 化 と高齢 化 の併 進 によって地域 の活 力 低 下 が 著 しい 。定住 人 口の減 少 ・

高 齢 化 は脆 弱 化 す る農 林 業 構 造 と相 まって,中 山 間地 域 の農 業 ・農 村 を疲 弊 させ る

大 きな原 因 となって お り,多 くの 自治 体 で はこれ ら課題 の克 服 が 急 務 となっている。

このような 状 況 の 下,町 村 現 場 におい ては 国 ・都 道 府 県 か らの財 政 的な支 援 を伴

う様 々な取 組 み を行 っているが,総 じて地 域 対 策 の効 果 が 十 分 に発 揮 され ていると

は言 い難 い。補 助 事 業 メニュー の 中か ら選 択 され た地 域 対 策 が,必 ず しも当該 町村

の地域 実 態 に見 合 ったものでないケースが多 いこと等がそ の原 因 と考 えられるが,こ

れ まで の地 域 活 性 化 に関す る研 究 が,専 ら事 例 調 査 に依 拠 したもの であり,先 進 的

な 取組 み が どのような条 件 下 の 自治 体 で 有 効 か を全 国 的 な視 野 か ら客観 的 に明 ら

か にす るという点 が極 めて不 十分 であったこともその一 因 と言 える。

わ が国 で は多 種 ・多様 なデ ー タが,主 に政府 統 計 として極 めて詳 細 かつ 正 確 に把

握 され ている。これ らデ ー タを活 用 し,地 域 条件 に応 じた 具 体 的 な活 性 化 要 件 を明

らか にす ることがで きれ ば,課 題 が 山積 す る中 山間 自治 体 の活 性 化 方 策 を支援 す る

ことにもつ なが り,こ れ まで に蓄 積 され た数 多 くの事 例 研 究 の成 果 も現 場 でより一 層

生 かされ るもの になると期待 され る。

そ こで本 論 文 に お いて は,中 山 間 地 域 にお ける農 業 ・農 村 の活 性 化 状 況 を定 量

化 し,そ の 地 域 性 を明 らか にした後,非 農 林 業 部 門を含 む 広 範 なデ ー タを用 い た全

国規 模 の 多 変 量 統 計 分 析 か ら農 業 ・農 村 の 活性 化 要 件 を具 体 的 に析 出す ることに

よって,今 後 の 中 山 間地 域 対 策のあり方を検 討 す ることを課 題 とす る。

2,中 山間地 域 の 活 性 化状 況 の 定量 的把 握

農 山村 地 域 に所 在 す る市 町村 の活 性 化 状 況 を 「定 住 」,「地 域 経 済 」,「農 業 」,

「林 業 」の4っ の視 点 か ら定 量 化 した各 種 活 性 度(偏 差 値)に よって各 地域 の 市 町村

平 均 値 を比 較 したところ,中 山間 地 域,と りわ け 山間農 業 地 域 で の総 合 活性 度 が低
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(偏差値)

く,そ の原 因 は定 住 部 門 の活 性 度 の著 しい低 さにあった。また,定 住 関係 の 「活 力 水

準 」,「発 展 性 」ともに,地 域 類 型 間 の格 差 が他 の活 性 度 に比 して大 きいことも明 らか

となった(第1図)。

加 えて,中 山 間地 域 にお い ては,農 業 部 門 が地 域 経 済 の 重 要 な柱 となってい る

市 町 村 が 多 いが,農 業 の活 性 化 状 況 を見 ると「活 力 水 準 」,「活 動 展 開 」の得 点 がと

もに低 いD又 はE評 価 区分 の459町 村 のうち9割 以 上 が 中 山 間 地 域 に所 在 す るもの

であり,そ の数 は都 府 県 の全 中 山 間市 町 村 の4分 の1以 上 を 占めた。さらに,山 間農

業 地 域 が唯 一 高 い活 性 度 を有 す る林 業 部 門 にお いても,「発 展 可 能性 」の得 点 は 中

間農 業 地 域 よりも低 く,将 来 の林 業 生 産 に 向 けた森 林 の 管 理 す ら困難 になってきて

いる状 況 がうか がえた。

3,定 住 人 ロの維 持要 件 および農 林 業 の 活 性 化要 因

上 記 分 析 か ら,定 住 部 門お よび 農 林 業 部 門 で 中 山 間地 域 の厳 しい現 状 が確 認 さ

れ た。そこで判 別 分 析 の手 法 を用 い,定 住 人 口を維 持 す るた め に必 要 な社 会 ・経 済

的 条 件 お よび農 林 業 の活 性 化 要 因 を,地 域 の立 地条 件 に即 して明 らか にした。

(1)定 住 人 ロ の維 持 要 件

中 山間 全 域 を対 象 とした分 析 では,定 住 人 口の 維 持 状 況 が 対 極 に位 置 す る2つ

の 市 町 村 群 の 判 別 にあたってrDID地 区 までの 時 間 距 離 」が 「1人 当たり課 税 所 得
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額 」を上 回る影 響 力 を有 した(第1

表)。 この ことは,就 業 機 会 に 乏

しい 中 山 間 地 域 で 所 得 確 保 にも

つ な が る都 市 部 へ の アクセ ス条

件 が,定 住 人 口の 維 持 要 件 とし

て極 めて 大きな要 素 となっている

ことを示 唆 して いる。また,非 中

山 間 地 域 で は 有 意 とな らなか っ

た 農 林 業 に 関 す る変 数 が,上 位

5変 数 に は含 まれ な い もの の 有

意 な 変 数 として複 数 選 択 され た

点も注 目され る。

さらに 山 間農 業 地 域 に 対 象 を

限 定 した 分 析 で は,「 高 校 通 学

困 難 集 落 率 」が 両市 町 村 群 の 判

別 に最 も強 い 影 響 力 を持 つ 変 数

となり,他 の 地 域 で は析 出 され る

ことのなか った 「人 工 林 伐 採 面積

率 」が7番 目の変 数 として農 業 関

係 の 変 数 を上 回 る影 響 力 を有 し

た。また,都 市 長 距 離 地 域 で は,

「財 政 力 指 数 」と「人 口1千 人 当

た り医 師 数 」が 強 い影 響 力 を持

つ変 数 となった。

第1表 各地域の定住人ロ維持要件
(判別分析結果:上位5変数)

.

区分 順
位

項 目 名 係 数 F値 分析精度
■

1 ①1人当たり課税所得 o.ooa7 132.69 n=802

非
中 2 ⑨第3次産業就業人口率 0.1056 35.51 判別的中率
山
間

3 ⑧1事 業所当たり従業員数 0.4550 24.71
90.9%

地
城

4

5

⑯人口1千人当たりイベント参加者数

②1人 当たり預 貯 金額

一〇.oooi

-0 .0003

is.zo

10.86

相 関比

0,639

1 ⑩DID地 区までの時間 一1
.3215 67.13

脚

n=682

中
山

2 ①1人当たり課税所得 0.0074 62.36 判別的中率

間 3 ⑨第3次産業就業人口率 0.1334 50.76
94.4

地
域 4 ②1人当たり預貯金額 一〇

.0015 48.30 相関比

5 ⑦1人当たり工業出荷額 0.0004 rs.zo o.sso

1 ⑫高校通学困難集落率 一〇.0289 29.86 n=330

山
間 2 ②1人当たり預貯金額

一〇
.0014 25.71 判別的中率

農
業

3 ⑩DID地 区までの時間
一〇

.9566 24.44 90.0%

地
域

4

5

①1人当たり課税所得

⑨第3次産業就業人口率

0.0053

0.0750

19.95

11.85

相 関 比

0,587

都 i ①1人当たり課税所得 0.0084 30.95 n=327

市
近
距

z

3

②1人当たり預貯金額

⑫高校通学困難集落率

一〇
.0013

-0
.0601

14.65

12.08

判別 的 中率

91.1%

離
地 4 ⑮交流事業実施集落率 一〇.oao7 10.12 相関比

域 5 ⑨第3次産業就業人口率 0.0767 7.29 0.4574

都 1 ⑭財政力指数 26.3779 zz.20 n=144

市
遠

2 ⑬人口1千人当たり医師数 3.0026 20.96 判別的中率

距 3 ③上層農家率 0.2059 6.42 95.8%

離
地 4 ⑨第3次産業就業人口率 0.1448 5.67 相関比

域 5 ⑧1事業所当たり従業員数 1.1453 4.95 0.5649

注.各地城毎の分析結果であり,16の説明変数のうち上位5変 数のみを掲載した。

なお,非 中山間地城は都市的地城と平地農業地城,都 市近距離地域はDID

地区まで30分未満,都 市遠距離地域は同1時 間以上の市町村である。

このように,同 じ中 山 間 地 域 で あっても,と りわけ社 会 ・経 済 的立 地 条件 の 違 いに

よって,各 町 村 の定 住 人 口の維 持 要件 が大 きく異なることが明 らか となった。

(2)農 林 業 の 活性 化 要 因

一 方 ,農 林 業 の活 性 化 要 因は,中 間農 業地 域 と山 間農 業 地域,水 田型 地 帯 と畑

地型 地 帯 といった 自然 的 立 地 条 件 や 作 目構 成 に より大 きく異 なった(第2表)。 山間

農 業 地 域 を対 象 とした分 析 で は,中 間 農 業 地域 とは異 なり,農 林 業 活 力 が異 なる2

つ の市 町村 群 の判 別 に林 業 関係 の変 数 が幾つ か有 意 な変 数 として選択 され た。

また,水 田型 地 帯 で は 「上 層 農 家 農 地 占有 率」が両 市 町 村 群 の判 別 にあたって突
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第2表 各地域の農林業活性化要因(判 別分析結果:上位5変 数)

区
分

順
位

項 目 名 係 数 F値 分析精度
区
分

順
位

項 目 名 係 数 F値 分析精度

中
間
農
業
地
域

-

り臼

3

4

【0

⑦上層農家農地占有率

④遊休・荒廃農地率

⑨稲作依存度

⑤土地生産性

⑥労働生産性

o.io70

-0 .1129

-0 .0469

0.0151

0.0017

71.46

38.92

32.36

15.55

15.27

n=631

判 別的 中 率

90.09b

相 関 比

0,590

■

水
田
型
地
帯

1

2

3

4

5

⑦上層農家農地占有率

①田区画整理実施率

⑧農地流動化率

⑤土地生産性

⑭用材販売林家率

0.1779

0.0267

-0 .0907

0.aiso

O.0264

113.40

13.82

10.83

10.35

9.96

n=401

判別 的 中 率

89.3

相 関 比

0,578

山
間
農
業
地
域

ー

ワ臼

nδ

4

「0

⑦上層農家農地占有率

⑥労働生産性

⑭用材販売林家率

①田区画整理実施率

⑬保育作業実施者率

0.1243

0.0022

0.0212

0.oisi

O.0183

52.05

16.60

14.40

10.68

9.35

n=426

判 別的 中率

87.6%

相関比
0,532

1

畑
地
型
地
帯

i

2

3

4

5

④遊休・荒廃農地率

⑥労働生産性

⑬保育作業実施者率

⑦上層農家農地占有率

⑲交流事業実施集落率

一〇
.1378

0.oozz

O.0544

0.0638

0.0576

37.67

9.97

9.73

8.32

8.18

n=225

判別 的 中 率

88.9%

相 関 比

0,631

注,各 地城毎の分析結果であり,20め説明変数のうち上位5変 数のみを掲載した。

なお,水 田型地帯は水 田率が70%以 上,畑 地型地帯は同30%未 満の市町村である。

出 した影 響 力 を有 し,「 田 区画 整 理 実施 率」がそれ に続 いた。これ に対 し,畑 地 型 地

帯 で は 「遊 休 ・荒廃 農 地 率 」が最 も大 きな影 響 力 を有 し,次 い で 「労働 生 産性 」,「保

育 作 業 実 施 者 率 」の順 となった。前 者 で は担 い手 へ の農 地集 積 や そのた め の生 産

基 盤 の 整備,後 者 で は遊 休 ・荒廃 農 地 の発 生 防止 や 森 林 管 理 といった 地域 資源 の

管 理 ・活 用 が農林 業 活 性 化 のために必要 であることを示 唆 している。

4.農 林 地 資源 の 管理 と農 業 集落 の 存続 可 能 性

(1)定 住 人 ロの維 持 状 況 と農 林 地 資源 の 管 理

旧 市 町 村 を単 位 に 定 住 人 口の維 持 状 況 と農 林 地 資 源 管 理 の 現 状 との 関 連 を分

析 した結 果,「 過 疎 ・高 齢 化 が進 行 す る旧村 グル ー プ 」で は,減 少 した耕 地 の過 半,

林 野 の2割 強 が未 利 用 ・荒 廃 地 となってお り,住 宅敷 地 などへ の転 用 が 中 心だ った

第3表 過去5年 間に減少した耕地の主な用途および耕地・林野の
荒廃を原因とする被害発生状況別旧市町村数割合

(単位 ・%)

耕地が
減少した
旧村

主 な 転 用 先

未利用
・荒地住 宅

敷 地
公共施
設用地

商工業
用 地

ゴルフ。

スキー場

山林
(植林)

耕地荒廃
により被

害が発生
した集落

がある

鳥 獣
被 害 病虫害

林野荒廃

により被

害が発生
した集 落

がある

土 砂
崩 壊

定 住 中 山 間 地 域 計100・054・111・25・02・83・519・5

人 口 中 間 地 域100.053,711.34.93,03,619.0

維 持 型 山 間 地 域100 .055.510.65.3223.521.1

■
13.64.28.OI12.34.6

13,4・ ・,…11.3…

14。4…,・15,6・ ・。

過 疎 ・ 軸 間 地 域 計100・012・29・71・50・818・252・8

高 齢 化 中 間 地 域100.011,59.02.30.612.359.4

準 行 型 山 間 地 城10住012β10.30.7α923,347.1

.脚
19.210.48.7116.28.1

19。8・ ・・ …12.6…

18.6・ ・・ …19.4…

注.1995年 農業センサス農村環境総合調査のデータを用い,全 国5,982の中山間旧市町村の中から次のように市町村を抽出した。
「定住人 口維持型」:90年から95年にかけて人Pが 増加しており,かつ老年人 口比率が25%未 満の旧市町村

「過疎・高齢化進行型」:人口が7%以 上減少しており,かつ,老 年人口比率が25%以 上の1日市町村
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「定 住 人 口を維 持 している 旧村 グル ープ 」との 間 に大 きな違 い が見 られた(第3表)。

また,農 地 や 林 野 の 荒廃 を原 因 とす る被 害 発 生 割 合 も「過 疎 ・高齢 化 が進 行 す る

旧村 グル ー プ」にお いて高 く,鳥 獣 被 害や 土砂 崩 壊 の発 生 割 合 が 「定住 人 口を維 持

している旧村 グル ー プ 」に比 べ 高 くなっていた。これ ら分 析 か ら,中 山間 地 域 にお け

る定 住 人 口の減 少 が農 林 地 資源 の荒 廃 へ と結 び つ いてい ることが確 認 され た。

(2)小 規 模 農 業 集 落 の 維 持要 件

定 住 人 口の維 持 や 農 林 地 資 源 の管 理 に重 要 な役 割 を担 っている農 業 集 落 が,こ

の10年 間 に約5千 の減 少 となったが,そ の実 態 は,集 落 内 の農 家数 がごく僅 かとなり

農 業 集 落 としての機 能 を消 失 した,す なわ ち「農 業 集 落 の農 家 点 在 地 化 」によるもの

だ った。しかし,こ の 問 に農 家 が消 滅 した集 落 を分 析 して みると,農 家 数 がごく僅 か

とな り今 回新 たに農 家 点 在 地 となった集落 にお いても,近 い将 来,農 家 数 がゼ ロとな

る可能 性 が高 いことも明 らか となった。

圃農業集落→農業集落 ロ農業集落→農家点在地また
,過 疎 化 を理 由 として農 家 が消滅 ロ農業集落→農家消滅集落

した 中 山 間 集 落 の発 生 要 因 を分 析 して

み ると,農 家数 規 模 か らみ た集 落の零 細

性,農 家 数 の 急 激 な減 少,役 場,学 校

等 の公 共 施 設 へ の アクセスの悪 さが主な

要 因 で あった。さらに,小 規 模 集 落 が多

数 存 在 す る島 根 県 中 山 間 集 落 を対 象

に,農 家 数 規 模 別 集 落 数 の相 関表 を作

成 し10年 間 の集 落 動 態 を 分 析 した とこ

ろ,農 家 数 が5戸 以 下 とな った集 落 にお

いて農 家 点在 地化 の動 きが現 れ,3戸 以

下 になるとそ の動 きが 急 激 に加 速 す ると

ともに農 家 消 滅 集 落 が 出現 す ることも明

らか となった(第2図)。
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第2図 小規模農業集落の存続率

(島根県中山間集落)

5.政 策 的 含意 と今 後 の 中 山 間地 域 対策 の あり方

以 上 の 分 析 結 果 か ら,中 山 間地 域 の農 業 ・農 村 活 性 化 に向 けた政 策 的 含 意 は次

のようにまとめられ る。

第1に,農 業 ・農 村 の 活性 化 状 況 を非農 業 部 門 を含 む 総 合 的な活 性 化 指 標 体 系

に即 して市 町村 別 に 定 量 化 し,客 観 的 に比 較 してみ ると,中 山 間 地域,な か でも山

一100一



間農 業 地 域 にお いて適 正な年 齢構 成 を維 持 した定 住 人 口の維 持 と重 要 な地域 産 業

で ある農 林 業 部 門 の 活 性 化 が,地 域 を維 持 して い く上 で極 めて緊 急か つ 重 要 な課

題 であることが示 され た。

第2に,中 山 間 全 域 を対 象 とした定 住 人 口の維 持 要 件 の 分 析か らは,所 得 確 保 に

もつ ながる都 市 部 へ の アクセス条 件 の改 善 が 定住 人 口の確 保 に最 も効 果 的 であるこ

とが,ま た,産 業 基 盤 の弱 い 中 山 間地 域 で は,農 業 の振 興,と りわ け専 業 的農 家 の

育成 が確 実 に定 住 人 口の維 持 に結 び つくもの であることが確 認 され た。

第3に,定 住 人 口の維 持 要 件 は,同 じ中 山 間 地 域 であっても特 に社 会 ・経 済 的 立

地 条 件 によって大 きく異 なり,山 間 農 業 地 域 で は通 学 条 件 の改 善 や 林 業 部 門 の振

興 が,都 市 部 へ のアクセスが極 めて悪 い僻 地 で は 町 村財 政 へ の直 接 的 な支 援 や 医

療 施 設 の整 備 が,そ れ ぞ れ の 地域 の 定 住 人 口を維 持 す るた め に最 も優 先 され るべ

き課題 であることが 明 らか となった。

第4に,農 林 業 活 性 化 要 因の場 合 は,自 然 的 立 地 条 件 や 地 目構 成 によって活 性

化 要 因 が大 きく異 なった。農 業 生 産 条 件 の劣 る山 間農 業 地 域 では 林 業 部 門と同 時

に農 業 振 興 を進 め ることが,稲 作 へ の依 存 度 が 高 い水 田型 地 帯 で は担 い手 へ の農

地 集 積 や その ため の 生 産 基盤 の整 備 が,畑 地 型 地 帯 では遊 休 ・荒 廃 農 地 の発 生 防

止 や 森 林 管 理 といった地 域 資源 の 管理 ・活 用 を図るための施 策 対 応 が,そ れぞ れ 当

該 地 域 の農 林業 を活 性 化 す る上 で効果 的 であると言 える。

第5に,中 山 間 地 域 にお い て定 住 問題,農 林 業 構 造 問題 ともに鍵 を握 ってい るの

は 農 業 集 落 で あり,そ の 存 続 が農 業 ・農 村 活 性 化 を図 る上 で の最 低 条 件 となる。消

滅 集 落 を対 象 とした 統 計 分 析 から,農 家 消滅 集 落 の発 生 が集 落規 模 の 零 細 性,農

家 数 の急 激 な減 少,公 共 施 設 へ のアクセスの悪 さを主な要 因 としてお り,少 なくとも

5戸 程 度 の農 家 が集 落 内 に必 要 であることが 示 され た。西 日本 の地 域 ブ ロックや 山

間 農 業 地域 で は,既 に農 業 集 落 の1割 以 上 が 農 家 数5戸 以 下 となってお り,こ れ ら

地 域 は人 口減 少 や 高 齢 化,農 業 構 造 の 弱体 化 が 加 速 す ると予 測 され た地 域 とも完

全 に一 致 してい ることか ら,農 業集 落 内 に一 定 数 の農 家 が存 在 し,集 落 機 能 を維 持

しっ っ 農 業 生 産 が継 続 され るための施 策 対 応 が何 よりも求 められ ている。

以 上 の政策 的 含 意 を踏 まえると,こ れ か らの 中 山間 地域 対 策 は,各 省 縦 割 りの全

国 画 一 的な補 助 事 業 に依 拠 した政 策 手 法か ら,地 域 の 実 情 に即 した施 策 を市 町 村

自らが 立案 し,国 がそ れ を財 政 面 で支援 してい く方 向,す なわち地 方 自治 体 の裁 量

や 主 体 的判 断を重 視 した施 策 へ と転 換 してい くことが必 要 である。
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論 文 審 査 結 果 要 旨

近年,我 が国の中山間地域は,過 疎化 と高齢化によって活力の低下が署 しい。 このため国,都 道府

県,市 町村 レベルで様々な地域対策が行われているが,総 じてその効果が十分に発揮されているとは

言えない。効果的な地域活性化対策を考えるには,全 国規模で,多 様な自然 ・社会経済条件下にある

中山間地方 自治体の活力を多面的かつ客観的に把握 し,正確に活力低下の要因を分析する必要がある。

本研究の課題は,農 業・農村の活性化状況を定量化 して,地 域性を明らかにし,多 変量統計分析によっ

て活性化要因を析出した上で,今 後の中山間地域対策のあ り方を考えるための基礎的条件を探 ること

忙 ある。

本研究論文では,第1章 から第4章 で,地 域政策の直接の推進主体である市町村単位に,農 村地域

における活性化状況の定量化 と地域牲の把握および要因分析を,第5章 では,具 体的な生産 ・生活の

場である旧市町村あるいは農業集落を単位に,そ のより詳細な分析を行っている。使用するデータは,

基本的には農林水産省の農業センサスである。この研究で示された主な成果は,ほ ぼ以下のようであ

る。

(D市 町村の活性化状況 を,定 住人 口,地 域経済,農 業生産,林 業生産の4っ の側面か ら捉 え.,合

計44の 統計指標を用いて活性化指標体系 と活性度を定量化 した。その結果,中 山間地域は,平 地農

業地域に比べ,定 住部門と農林業部門で活性化度がかなり低いことが確認できる。

(2)中 山間地域の人 口定住に関 しては,判 別分析の結果からみて,就 業機会の確保につながる都市

部への交通アクセスがきわめて重要な要因であること,ま た,農 林水産業の振興が確実に定住人口の

維持に結びつ くものであることなどが確認できる。

(3)中 山間地域の農業構造に関 しては,零 細農の滞留,大 規模農家の形成速度の鈍化,他 方での安

定兼業農家の分解,そ して水田の不作付地 ・耕作放棄地の増大によって,農 家数 と農業生産が急速に

減少する可能性が高い。また,同 じ中山間地域でも,水 田中心と畑作中心 とでは問題が異な り,前 者

は担い手への農地集積,後 者では農地の遊休 ・荒廃への対策が重要な課題 となっている。

(4)農 業 ・農村の構造予測によれば,今 後20年 間で中山間地域の総人 口は約2割,農 家数 と基幹農

業従事者は約4割 減少するなど,農 業 ・農村構造の弱体化が急速に進むことが見込まれる。

(5)市 町村別にみた問題状況 を,さ らに旧市町村別および農業集落別にみ ると,定 住人 口の減少が

直接的に農林地資源の荒廃に結びついていること,ま た,農 業集落が集落機能を発揮 し,農 業生産の

継続 と農林地資源の管理を行 うには最低で5戸 程の農家が必要であること,な どを指摘できる。

(6)以 上のことから政策的含意 としては,地 域政策では,① 社会 ・経済的条件や立地条件に即 した

きめ細かい対応 と,② 農業集落内に一定数の農家が存在 し,集 落機能を発揮できるよう支援すること

が不可欠であ り,そ のためには,③ 地方 自治体の裁量や主体的判断を重視 した施策へと転換 しなけれ

ばならないこと,の3点 が挙げられる。

本研究は,農 業センサスを用いた多変量統計分折のなかでは他に類例を見ない,体 系的かっ内容豊

富なものである。具体的な地域政策のあ り方に関しては,今 後,実 態調査を踏まえ,さ らなる研究が

必要 といえる。 しか し,上 記に示された定量的な問題把握 と,多 くの示唆に富む政策的含意は,資 源

環境経済学とい う学術的分野ではもとより,中 央政府,県,市 町村等の行政の分野においても極めて

重要な基礎的知見を提供するものである。よって,審 査員一同は,本 研究が博士(農 学)の 学位授与

に値するものであると判断 した。
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